
令和8年度与謝野町

薪ストーブ設置支援事業補助金

【補助対象者】
　補助対象事業完了時において町内に住所を有する方、
　または事業所を有する事業者

＜補助金額・補助率＞
　　補助対象経費に

3分の1を乗じて得た額以内の
額で最大20万円

＜受付期間＞
令和8年4月1日（水）～
令和9年2月26日（金）
※予算の範囲内で先着順

【実績報告】
設置完了後、30日以内または、令和9年3月31日のいずれか
早い日までに実績報告書を提出

問い合わせ・申し込み先
農林環境課（加悦庁舎2階）
℡：0772-43-9023　Mail：norinkankyo@town.yosano.lg.jp

詳細は与謝野町HPに
掲載しています。

薪ストーブ設置の
工事費・機械器具費に

最大20万円補助

予算に限りがあります。
購入を検討されている方は、事前にご相談ください。


